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 香川県かん水養殖漁業協同組合は、８月１６日

（水）漁連会館６階大会議室で第４３回通常総会を

開催した。嶋野組合長の挨拶のあと来賓として県水

産課 下川課長、県漁連 服部会長が挨拶を述べた。 

 志度漁協 松原組合長を議長に選任し、協議の結果

上程された議案は全て原案通り可決承認された。 

嶋野組合長の挨拶 

ており、１７年の国内生産量が２千トン増加したも

のの、ワカメ等の輸入量が大幅に増加したことから、

海藻類全体では、前年に比べ１ポイント低下して６

５％となった。 

食用魚介類の自給率等の推移 

 

 

 

 

 

 

平成１６年の魚介類の国内消費への仕向量（原魚

換算ベース）は、前年に比べ５％減少して１０４８

万トンとなった。このうち、食用仕向量は約８割で

あり、前年より２％減の８０１万トン、国民１人１

年当たり 62.7kg となった。これを不可食部分を除い

た純食料ベース（食用仕向から魚の頭や骨等を除い

た実際に食される部分）でみると、１人１年当たり

34.5kg となる。 

わが国の食用魚介類の自給率は、１５年は国内生

産量が増加し、輸入量が減少したことから１４年に

比べて４ポイント上昇し５７％になったが、１６年

は再び国内生産が減少する一方で輸入が増加に転じ

たことから、前年より２ポイント低下して５５％と

なった。また、海藻類の自給率は微減傾向で推移し

学 生 募 集 
（基礎コース）平成１９年度 第６８期 

 

全国漁業協同組合学校 

ＪＦ(漁協)を担う若きリーダーを育む 

修業年限 １年・全寮制 定員５０人（男女共学）

願書受付 

 第 1回目 平成 18 年 10 月 2 日～平成 18 年 11 月 10 日 

 第 2 回目 平成 18 年 12 月 1 日～平成 19 年 1 月 19 日 

入学選考 第１回目 平成１８年１１月２４日 

     第２回目 平成１９年２月９日 

     各都道府県漁連・県漁協 

連 絡 先 全国漁業協同組合学校 

〒277-0854 千葉県柏市豊町 1-4-5

TEL：04-7144-8125 

http://www.jf-net.ne.jp/kumiaigakkou/ 
入学願書ご希望の方は本校に連絡ください 
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  平成１８年度 

 

募ります。こだわりと話題性に富んだニュー産品！ 

埋もれているかも知れない新しい県産品！ 
そんな「優れモノ」を掘り起こし、 
香川のブランドとしてもっと輝いて欲しい！ 
受賞産品（商品化されているもの）は、各種広報誌・商品紹

介チラシ・ホームページ・イベントへの参画・東京アンテナ

ショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」への出品、及び斡旋

販売を行うなど、販路拡大のＰＲで支援に努めます。 

 
 

 
●地域特性・伝統技術を生かした商品、新たに開発

した新商品等を広く募集します。 
●食品・非食品は問いません。 
●優れた商品は、香川県が愛媛県と共同で東京新橋

に出店している首都圏消費者をターゲットにした

「香川・愛媛せとうち旬彩館」で発売することも

可能です。 
●試作品は対象外。販売可能な商品に限る。 

 
 
 
●小豆島でオリーブの栽培が成功してから２００８

年で１００周年になります。小豆島オリーブをＰ

Ｒして知名度を高めるため、オリーブを用いた関

連商品を募集します。 
●新規性・話題性のあるものが対象です。 
●食品・非食品を問いません。 
●試作品も可。（但し、試作品を提出すること） 

 
 
 
●香川では様々な魚介類が水揚げされ、その品質に

は定評があります。讃岐うどんに続く特産品とし

て、瀬戸の地魚を用いた新商品を募集します。 
●試作品も可。（但し、試作品を提出すること） 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
■応募要件 
●応募者は、香川県内に所在する事業者・生産者、

又は個人であること。 
●応募県産品は、香川県内で製造または加工の最終

段階が行われたものであること。 
●応募県産品は、食品衛生法、不当景品類及び不当

表示防止法、計量法、ＪＡＳ法等関係法令に違反

しないものであること。 
●過去に県（各種協議会を含む）が実施した同様の

コンクールで入賞した県産品は除く。 
■応募方法 
●応募を行う事業者等は、申込書に必要事項を記載

し、県産品写真又はチラシ等（現物商品は、後日

審査会場へ持参すること）の内容が分かるものを

添付のうえ、募集期間中に下記へ送付する。 
 （郵送の場合は、消印有効） 
 募集期間：平成 18 年 7 月 31 日(月)～ 

平成 18 年 9 月 15 日(金) 

 ＜送付先＞ 
 かがわ県産品振興協議会 
 〒760-8570 高松市番町 4-1-10 県産品振興室内 

 TEL087-832-3375  FAX087-835-5210 

http://www.kagawasan.jp/ 

 

 

 

 

（敬称略）

香川県東部漁業協同組合連合会 

新任  服 部 郁 弘 

(代表理事会長） 

(平成 18 年 6 月 14 日) 

 

退任  名 和 基 延 

 

三豊郡漁業組合連合会 

新任  浅 野 博 海 

(会長） 

(平成 18 年 8 月 3 日) 

 

退任  小 濱 福 重 

 

 

（食品・非食品） 

 

 

主な行事予定（9/１～9/30） 

９月１２日(火) 漁連理事会 

  １３日(水) コンプライアンス推進会議 

  １５日(金) 四国四県購買主任者会議 

 


